
   いつも当施設をご利用いただきありがとうございます。

   さて，令和元年１０月１日から消費税率が引き上げられることに伴ない，曽於市の条例改正が行なわれ，

下表のとおり施設の使用料が改定されることになりましたのでお知らせいたします。

   皆様には大変ご迷惑をおかけしますが，ご理解・ご協力のほど，よろしくお願い申し上げます。

使用時間

改定前 改定後 改定前 改定後 改定前 改定後 改定前 改定後 改定前 改定後 改定前 改定後

一般 1,030円 1,040円 1,030円 1,040円 2,060円 2,080円 3,090円 3,120円 4,120円 4,160円

(照明使用) 2,060円 2,080円 2,060円 2,080円 4,120円 4,160円 4,120円 4,160円 6,180円 6,240円

高校生以下 520円 520円 520円 520円 1,040円 1,040円 1,550円 1,560円 2,070円 2,080円

(照明使用) 1,030円 1,040円 1,030円 1,040円 2,060円 2,080円 2,060円 2,080円 3,090円 3,120円

一般 520円 520円 520円 520円 1,040円 1,040円 1,550円 1,560円 2,070円 2,080円

(照明使用) 1,030円 1,040円 1,030円 1,040円 2,060円 2,080円 2,060円 2,080円 3,090円 3,120円

高校生以下 260円 260円 260円 260円 520円 520円 780円 780円 1,040円 1,040円

(照明使用) 520円 520円 520円 520円 1,040円 1,040円 1,040円 1,040円 1,560円 1,560円

210円 210円 210円 210円 410円 410円 420円 420円 620円 620円 830円 830円

備考

ステージ使用は，バレーボール１面の料金とする。

市外居住者の使用料は，10割増しとする。

改定日  令和元年  １０月  １日

財部農業者トレーニングセンター使用料 (総額表示単位：円）

2,080円

1,040円

1,040円

520円

2,060円

1,030円

1,030円

午後～夜間 全日

８：３０～１７：００ １２：００～２２：００ ８：３０～２２：００

使用区分

専
用
使
用

一
部
使
用

会議室

午前～午後午前 午後 夜間

１２：００～１７：００ １７：００～２２：００

お  知  ら  せ

８：３０～１２：００

520円



改定前 改定後 改定前 改定後

個人 無料 無料 個人 無料 無料

団体 520円 520円 団体 520円 520円

個人 無料 無料 個人 無料 無料

団体 1,030円 1,040円 団体 1,030円 1,040円

備考 市外居住者の使用料は，10割増しとする。 備考 市外居住者の使用料は，10割増しとする。

30分以内

備考 30分(30分未満は30分とする)を超えて使用する場合は，単位使用料を累加算する。

市外居住者の使用料は，10割増しとする。

使用時間

改定前 改定後 改定前 改定後 改定前 改定後 改定前 改定後 改定前 改定後 改定前 改定後

520円 520円 520円 520円 1,030円 1,040円 1,040円 1,040円 1,550円 1,560円 2,070円 2,080円

備考

高校生以下は，半額とする。

市外居住者の使用料は，10割増しとする。

改定日  令和元年  １０月  １日

野 球 場 ・ 陸 上 競 技 場 使 用 料 (総額表示単位：円）

(総額表示単位：円）財  部  地  区  体  育  館  使  用  料

８：３０～２２：００

使用区分

１２：００～２２：００

全日

区分 単位 単位

一般

８：３０～１２：００ １２：００～１７：００ １７：００～２２：００ ８：３０～１７：００

午前 午後 夜間 午前～午後 午後～夜間

区分
使用料 使用料

陸上
競技場

半日

終日

夜 間 照 明 施 設 使 用 料
使  用  料

半日

終日

野球場

夜間照明施設

改定前

(１面につき)  870円

改定前

(１面につき)　880 円

区分 単位


